
２2.　10.　1
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
選
定
し

ま
す
。

　
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
参
加
を
希
望

す
る
事
業
者
は
、
健
康
課
窓
口
で

配
布
す
る
資
料
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
資
料
を
ご
確

認
の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
【
公
募
説
明
会
・
現
地
見
学
会
】

１０
月
９
日
（
金
）
午
後
１
時
１５
分

～
３
時
、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ

１
階
講
堂

　
【
応
募
書
類
の
提
出
受
付
期
間
】

１０
月
１
日
（
木
）
～
１６
日
（
金
）

　

※
詳
細
は
公
募
要
領
な
ど
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
健
康
課
予
防
係
☎
４

７
７
・
０
０
３
０
へ
。

　

こ
の
よ
う
な
複
合
的
な
施
設
の

維
持
管
理
を
、
市
の
業
務
仕
様
に

基
づ
き
、
事
業
内
容
を
理
解
し
た

上
で
、
事
業
法
人
の
創
意
と
工
夫

に
よ
っ
て
、
市
が
求
め
る
施
設
の

適
正
管
理
お
よ
び
維
持
管
理
経
費

の
低
減
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
わ
く
わ
く
健
康
プ

ラ
ザ
を
適
正
か
つ
廉
価
で
維
持
管

理
す
る
た
め
の
業
務
計
画
の
提
案

を
、
事
業
法
人
か
ら
募
集
し
、
次

の
通
り
委
託
す
る
事
業
者
を
公
募

　

わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
は
、
保

健
衛
生
に
関
わ
る
業
務
を
行
う
ほ

か
、
母
子
保
健
事
業
、
健
康
増
進

事
業
、
医
科
・
歯
科
休
日
診
療
事

業
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
、
集
会
室
、
体
育
室
（
健
康

増
進
施
設
）、
社
会
福
祉
協
議
会

事
務
所
、
郷
土
資
料
室
、
市
民
開

放
施
設
な
ど
の
複
合
施
設
と
し
て

複
数
の
機
能
が
あ
る
た
め
、
利
用

さ
れ
る
時
間
帯
が
平
日
の
ほ
か
、

日
曜
日
、
祝
日
や
休
日
・
夜
間
な

ど
、
多
様
に
な
り
ま
す
。

　
（
イ
）
２
年
度
住
民
税
非
課
税

証
明
書

　
（
ウ
）
生
活
保
護
受
給
証
明
書

（
２
年
４
月
以
降
の
生
活
扶
助
）

　

※
上
記
費
用
③
の
元
年
の
合
計

所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
に

該
当
す
る
方
は
次
の
い
ず
れ
か
１

点
を
追
加
。

　
（
エ
）「
２
年
度
介
護
保
険
料
額

決
定
通
知
書
兼
納
入
通
知
書
」
の

所
得
段
階
区
分
欄
に
「
第
六
段
階

～
第
七
段
階
」
の
記
載
が
あ
り
、

か
つ
合
計
所
得
金
額
欄
が
１
２
５

万
円
以
下
の
記
載
が
あ
る
も
の

　
（
オ
）
２
年
度
住
民
税
課
税
証

明
書

　
【
ご
注
意
】（
ア
）・（
エ
）
は
、
７

月
１３
日
付
け
で
介
護
福
祉
課
か
ら

送
付
し
た
通
知
書
（
緑
色
の
封
筒

に
同
封
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、（
ア
）・（
エ
）
の
再
発
行
は

年
１
０
０
０
円

　

※
２
年
度
経
過
措
置
対
象
の
方

と
は
、
元
年
度
の
住
民
税
が
「
課

税
」
で
、
元
年
の
合
計
所
得
が
１

２
５
万
円
以
下
の
方
で
す
。

　
【
必
要
書
類
】本
人
確
認
書
類

（
保
険
証
ま
た
は
運
転
免
許
証
な

ど
）

　

前
記
費
用
の
②
に
該
当
す
る
方

は
次
の
い
ず
れ
か
１
点
を
追
加
。

　
（
ア
）「
２
年
度
介
護
保
険
料

額
決
定
通
知
書
兼
納
入
通
知

書
」
の
所
得
段
階
区
分
欄
に
「
第

一
段
階
～
第
五
段
階
」
の
い
ず
れ

か
の
記
載
の
あ
る
も
の

　

都
営
交
通
な
ど
が
利
用
で
き

る
「
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
」
を

発
行
し
ま
す
。
有
効
期
間
は
発
行

日
～
３
年
９
月
３０
日
ま
で

　
【
対
象
】都
内
に
住
所
を
有
す
る

満
７０
歳
以
上
の
方

　
【
費
用
】①
２
年
度
の
住
民
税
が

課
税
の
方
＝
年
２
万
５
１
０
円

②
２
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税

の
方
＝
年
１
０
０
０
円
③
２
年

度
経
過
措
置
（
※
）
対
象
の
方
＝

＝
６
月
・
８
月
分
は
普
通
徴
収
、

１０
月
・
１２
月
・
２
月
分
は
公
的
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
に
な
り
ま
す

（
左
上
表
１
参
照
）。

◎
特
別
徴
収
２
年
目
以
降
の
方

　
「
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
公

的
年
金
」「
特
別
徴
収
の
対
象
者
」

「
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
市
民

税
・
都
民
税
」
に
つ
い
て
は
特
別

徴
収
１
年
目
の
方
と
同
様
で
す
。

　

特
別
徴
収
の
開
始
時
期
＝
令
和

２
年
４
月
支
給
分
か
ら
。
た
だ

し
、
４
月
・
６
月
・
８
月
分
は
仮

に
係
る
市
民
税
・
都
民
税
の
み
で

す
。
年
金
所
得
の
他
に
給
与
所
得
、

不
動
産
所
得
な
ど
の
所
得
が
あ
る

場
合
、
こ
れ
ら
の
所
得
に
係
る
市

民
税
・
都
民
税
は
従
来
通
り
、
給

与
か
ら
の
特
別
徴
収
ま
た
は
普
通

徴
収
に
よ
る
納
付
に
な
り
ま
す

　

④
公
的
年
金
か
ら
の
徴
収
方
法

◎
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
公

的
年
金

　

老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
厚
生
年

金
、
退
職
共
済
年
金
な
ど

◎
特
別
徴
収
１
年
目
の
方
・
昨
年

途
中
で
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た

は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
）
に

な
っ
た
方

　

①
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

＝
平
成
３１
年
（
令
和
元
年
）
中
に

公
的
年
金
な
ど
の
支
給
を
受
け
た

方
で
、
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
、

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
公
的
年

金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
６５
歳
以

上
の
方
。
た
だ
し
、
次
の
方
は
特

別
徴
収
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん

　

▼
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
所
を
有
し
な
い
方
（
転

出
し
た
方
な
ど
）
▼
公
的
年
金
の

支
給
額
が
年
１８
万
円
未
満
の
方

▼
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ

れ
な
い
方
▼
障
害
年
金
や
遺
族

年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る
方

（
課
税
対
象
に
な
ら
な
い
た
め
）

　
②
特
別
徴
収
の
開
始
時
期
＝

２
年
１０
月
支
給
分
か
ら

　

③
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る

市
民
税
・
都
民
税
＝
対
象
と
な
る

の
は
公
的
年
金
な
ど
の
年
金
所
得

徴
収
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
前
年
度

の
年
税
額
の
６
分
の
１
の
金
額
を

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま

す
。
１０
月
・
１２
月
・
２
月
分
は
、

そ
の
年
度
の
市
民
税
・
都
民
税
額

か
ら
こ
の
仮
徴
収
分
を
差
し
引
い

た
金
額
を
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴

収
し
ま
す
（
左
上
表
２
参
照
）。

　

特
別
徴
収
が
中
止
に
な
る
場
合

＝
特
別
徴
収
開
始
後
、
公
的
年
金

な
ど
の
支
給
停
止
な
ど
が
発
生
し

た
場
合
は
特
別
徴
収
が
中
止
と
な

り
、
普
通
徴
収
に
よ
る
納
付
と
な

り
ま
す

◎
６５
歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
を

受
給
し
て
い
る
方

　

６５
歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
の

８
時
半
～
午
後
５
時
（
正
午
～
午

後
１
時
を
除
く
）
に
、
都
市
計
画

課
（
市
役
所
５
階
）
で

　
【
意
見
書
の
提
出
方
法
】縦
覧
期

間
中
に
（
必
着
）、
〒
２
０
３

－

８
５
５
５
、
市
役
所
都
市
計
画
課

宛
て
郵
送
、
ま
た
は
直
接
同
課
へ

持
参
し
て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課
計
画
調
整
担
当

☎
４
７
０
・
７
７
６
２
へ
。

市
内
在
住
の
方
お
よ
び
利
害
関
係

の
あ
る
方
は
、
市
長
に
対
し
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
【
縦
覧
期
間
・
場
所
】土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
１０
月
２１
日

（
水
）
～
１１
月
４
日
（
水
）
午
前

　
「
東
村
山
都
市
計
画
生
産
緑
地

地
区
の
変
更
（
東
久
留
米
市
決

定
）
案
」
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た

の
で
、
都
市
計
画
法
第
１７
条
の
規

定
に
基
づ
き
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き

年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の
（
年

金
手
帳
な
ど
）
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）、
手
続
き

す
る
方
の
身
元
確
認
書
類
（
運

転
免
許
証
な
ど
）、認
印
。
ま
た
、

出
産
前
に
届
け
出
す
る
場
合

は
、
母
子
健
康
手
帳
な
ど
出
産

予
定
日
が
わ
か
る
も
の
、
出
産

後
に
届
け
出
す
る
場
合
で
、
被

保
険
者
と
子
が
別
世
帯
な
ど
親

子
関
係
が
不
明
な
場
合
は
、
出

生
証
明
書
な
ど
出
産
日
と
親
子

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
ま
た
は
市
保
険
年
金
課
☎

４
７
０
・
７
７
３
２
へ
。

ま
し
た
。
免
除
と
し
て
認
め
ら
れ

た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
付
し
た

も
の
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

　
【
免
除
期
間
】出
産
予
定
日
ま
た

は
出
産
日
の
月
の
前
月
か
ら
４
カ

月
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出
産

予
定
日
ま
た
は
出
産
日
の
月
の
３

カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
）

　

※
出
産
と
は
、
妊
娠
８５
日
（
４

カ
月
）
以
降
の
出
産
を
い
い
ま
す

（
死
産
、
流
産
、
早
産
を
含
む
）。

　
【
対
象
】国
民
年
金
第
１
号
被
保

険
者
で
出
産
日
が
平
成
３１
年
２
月

１
日
以
降
の
方

　
【
届
け
出
時
期
】出
産
予
定
日
の

６
カ
月
前
か
ら

　
【
届
け
出
先
】市
役
所
保
険
年
金

課
（
市
役
所
１
階
）

　
【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】基
礎

国
民
年
金
第
１
号
被
保

険
者
の
産
前
産
後
期
間

の
保
険
料
免
除
の
手
続

き
は
お
済
み
で
す
か

　

次
世
代
育
成
支
援
の
観
点
か

ら
、
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
が
出
産
を
行
っ
た
際
に
、
出

産
前
後
の
一
定
期
間
の
国
民
年

金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度

が
平
成
３１
年
４
月
か
ら
始
ま
り

所
得
と
給
与
所
得
が
あ
り
、
給
与

所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民
税
が

給
与
か
ら
特
別
徴
収
（
給
与
天
引

き
）
さ
れ
て
い
る
方
は
、
公
的
年

金
な
ど
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民

税
・
都
民
税
を
、
給
与
か
ら
の
特

別
徴
収
分
と
合
算
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、
勤
務

先
の
担
当
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
給
与
所
得
に
係
る
市

民
税
・
都
民
税
の
納
付
方
法
が
普

通
徴
収
の
方
は
、
取
り
扱
い
の
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

で
き
ま
せ
ん
。（
イ
）・（
オ
）
は
、

課
税
課
（
市
役
所
２
階
）
で
発
行

し
て
い
ま
す（
有
料
）。（
ウ
）は
、「
生

活
扶
助
」
を
表
す
記
載
が
あ
る
も

の
の
み
使
用
で
き
ま
す
（
本
人
確

認
書
類
と
の
兼
用
が
可
能
）。

　
【
そ
の
他
】有
効
期
限
が
９
月
３０

日
の
パ
ス
を
お
持
ち
の
方
で
、
ま

だ
更
新
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い

方
は
、
１０
月
１０
日
（
土
）
ま
で
は

郵
送
手
続
き
で
お
手
続
き
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
１０
月
１１
日
以
降
は
、

シ
ル
バ
ー
パ
ス
発
行
窓
口
で
お
手

続
き
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
京
バ
ス
協
会
シ
ル

バ
ー
パ
ス
専
用
電
話
☎
０
３
・
５

３
０
８
・
６
９
５
０
（
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～

午
後
５
時
）
へ
。

市
内
在
住
の
方
お
よ
び
利
害
関
係

の
あ
る
方
は
、
市
長
に
対
し
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
【
縦
覧
期
間
・
場
所
】土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
１０
月
５
日

（
月
）
～
１９
日
（
月
）
午
前
８
時

　
「
東
村
山
都
市
計
画
緑
地
第
５
号

向
山
緑
地
都
市
計
画
の
変
更（
案
）」

を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
都

市
計
画
法
第
１７
条
の
規
定
に
基
づ

き
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き

半
～
午
後
５
時
（
正
午
～
午
後
１

時
を
除
く
）
に
（
必
着
）、
環
境
政

策
課
（
市
役
所
５
階
）
で

　
【
意
見
書
の
提
出
方
法
】縦
覧
期

間
中
（
必
着
）
に
、
〒
２
０
３

－

８
５
５
５
、
市
役
所
環
境
政
策
課

宛
て
郵
送
ま
た
は
同
課
に
直
接
持

参
し
て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課
緑
と
公
園
係
☎

４
７
０
・
７
７
５
３
へ
。

市
民
税
・
都
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収（
引
き
落
と
し
）の
お
知
ら
せ

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス 

新
規
（
１０
月
～
翌
年
３
月
）
購
入

手
続
き
の
お
知
ら
せ

東
村
山
都
市
計
画
緑
地
第
5
号

向
山
緑
地
都
市
計
画
の
変
更
（
案
）
の

縦
覧
を
実
施
し
ま
す

東
村
山
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の

変
更（
東
久
留
米
市
決
定
）案
の
縦
覧
を

実
施
し
ま
す

 表1　公的年金からの市民税・都民税の特別徴収を開始する年度の
　　   徴収方法　

 表２　公的年金からの市民税・都民税の特別徴収が ２年目以降の
　　   徴収方法　

（例）年金に係る税額が１万２,０００円の場合

（例）年金に係る税額が１万７,０００円で、前年度の年税額が１万８,０００円の場合

※公的年金からの市民税・都民税の特別徴収（引き落とし）を開始する年度と、
　特別徴収が継続する年度では徴収方法が異なります。

徴収の方法 
普通徴収

（納付書または口座振替）
特別徴収

（年金からの引き落とし） 

納期・年金支給月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

納付額
年税額の２分の１ （６,０００円） 年税額の２分の１ （６,０００円）

３,０００円 ３,０００円 ２,０００円 ２,０００円 ２,０００円 

徴収の方法 特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）

年金支給月 4月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

納付額

前年度の年税額の
２分の１ （９,０００円） 年税額から仮徴収分を引いた額

３,０００円 ３,０００円 ３,０００円 ２,８００円 ２,６００円 ２,６００円 

わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
の 

施
設
維
持
管
理
業
務
委
託
契
約 

優
先
協
議
者
を
募
集
し
ま
す

前
に
、
送
信
元
の
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
今
一
度
確
認
す
る
な

ど
、
な
り
す
ま
し
で
な
い
こ
と

を
十
分
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
自
身
で
判
断
が
難
し

い
場
合
は
、
電
子
メ
ー
ル
を

送
っ
て
い
る
市
職
員
の
所
属
課

へ
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
９
月
２３
日
現
在
、
市

役
所
内
で
の
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
情
報
管
理
課
情
報

シ
ス
テ
ム
係
☎
４
７
０
・
７
７

０
４
へ
。

も
市
職
員
や
市
内
事
業
者
か
ら

送
信
し
た
よ
う
に
な
り
す
ま
し

て
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
狙
う
電
子

メ
ー
ル
を
多
数
確
認
し
て
い
ま

す
。

　

市
職
員
を
名
乗
る
電
子
メ
ー
ル

を
受
信
し
た
場
合
は
、
電
子
メ
ー

ル
に
記
載
さ
れ
た
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

や
添
付
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
を
開
く

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
ウ
イ
ル

ス
感
染
を
狙
う
メ
ー
ル
が
全
国

的
に
発
生
し
て
い
ま
す
。
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
す
る
と
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
保
存
し
て
い
た
電

子
メ
ー
ル
や
連
絡
先
、
フ
ァ
イ

ル
な
ど
が
盗
ま
れ
て
し
ま
う
可

能
性
が
あ
り
、
大
変
危
険
で
す
。

　

市
内
に
お
い
て
も
、
あ
た
か

市
職
員
を
名
乗
っ
て 

ウ
イ
ル
ス
感
染
を
狙
う
電
子
メ
ー
ル
に 

ご
注
意
を


